
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

経
営
企
画
室
）
…
二

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
九
年
七
月
七
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
項
並
び
に
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）

第
五
条

条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
の
う
ち
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
（
退
職
し
た
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も

の
二

雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
で

あ
つ
て
、
そ
の
者
を
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤

務
し
て
い
た
県
の
事
務
を
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

三

雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
で

あ
つ
て
、
そ
の
者
を
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤

務
し
て
い
た
県
の
事
務
を
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

２

条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
第
二
号

に
定
め
る
者
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「（

第
３
条
関
係
）

」
を
「（

第
４
条
関
係
）

」
に
、
「第

３
条
第
１
項

」
を

「第
４
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「（

第
３
条
関
係
）

」
を
「（

第
４
条
関
係
）

」
に
、
「第

３
条
第
４
項

」
を

「第
４
条
第
４
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
報
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号
外
第
五
十
九
号

平
成
二
十
九
年

七
月
七
日

（
金
曜
日
）



人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
等

で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
卒
業
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず

る
期
間
。
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
（
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
等
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
含

む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
職
員
派
遣
の
期
間
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
期

間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整

手
当
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
四
号
中
「
と
の
協
定
で
定
め
る
」
を
「
と
協
議
し
て
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
」
を
「
第
六
条
第
二
項
各
号
及
び

第
三
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
」
に
、
「
感
染
症
の
病
原
体
」
を
「
こ
れ
ら
の
感
染

症
の
病
原
体
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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